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別紙

予定価格の算定における消費税及び地方消費税の取扱要領

（趣旨）

第１条 この要領は、防衛装備庁における予定価格算定事務に関する訓令（平成２７

年防衛装備庁訓令第３５号）第２６条に基づき、予定価格の算定における消費税及

び地方消費税の取扱いに関し、必要な事項について定めるものとする。

（用語の意義）

第２条 この通知における用語の意義は、防衛装備庁における予定価格算定事務に関

する訓令に係る事務要領について（装管原第２７７号。２７．１０．１）（以下「

算定事務要領」という。）に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

⑴ 消費税等 消費税法における消費税及び地方消費税をいう。

⑵ 消費税率等 消費税率及び地方消費税率を合算した率をいう。

⑶ 消費税額等 消費税及び地方消費税額をいう。

⑷ 税抜計算価格 計算項目及び計算要素に仕入に係る消費税額等を含めない計算

価格をいう。

⑸ 消費税等非対象額 消費税等が課税されない金額をいう。

⑹ 税込計算価格 税抜計算価格に消費税額等を加えた計算価格をいう。

⑺ 税抜予定価格 消費税額等を含まない予定価格をいう。

⑻ 税込予定価格 税抜予定価格に消費税額等を加えた予定価格をいう。

⑼ 契約事務要領 契約事務に関する訓令に係る事務要領について（装管調第２５

２号。２７．１０．１）をいう。

（消費税等に関する計算原則）

第３条 物別官室長は、予定価格の算定における消費税額等の計算に当たっては、消

費税法、地方税法その他関連法規等の定めるところに従い、見積資料等を徴取した

相手方に係る消費税等の納税義務の有無及び経理処理方式（税込又は税抜）を確認

し適正に計算するものとする。

（基本的事項）

第４条 物別官室長は、計算価格の計算においては、税抜計算価格を計算した上で、

税抜計算価格から消費税等非対象額を控除した額に消費税率等を乗じて消費税額等

を計算し、税抜計算価格に当該消費税額等を加えて税込計算価格を計算するものと

する。

ただし、見積資料等を徴取した相手方が税込方式の経理処理を行っている場合は、

次の計算式に基づき仕入に係る消費税額等を計算し、当該数値を税込仕入金額から

控除して計算項目及び計算要素の数値に用いる。



仕入に係る消費税額等＝税込仕入金額×

２ 物別官室長は、予定価格の算定においては、税抜計算価格を基準として税抜予定

価格を算定した上で、税抜計算価格に消費税等非対象額を含む場合には、税抜予定

価格から消費税等非対象額に対応する額を控除した額に消費税率等を乗じて、消費

税額等を計算し、税抜予定価格に当該消費税額等を加えたて税込予定価格を算定す

るものとする。

ただし、予算額をもって予定価格とする場合は、計算価格を消費税等対象額、消

費税等非対象額に区分し、これら及び消費税額等の税込計算価格に占める比率をも

って、予算額をそれぞれ按分し、予定価格上の消費税等対象額、消費税等非対象額

及び消費税額等を計算する。

３ 消費税等非対象額の中に、政府開発分担金が含まれているときには、消費税等非

対象額、税込計算価格及び予算額から、政府開発分担金相当額をそれぞれ控除した

額をもって前述の方法で按分し、予定価格上の消費税等対象額及び消費税額等を計

算する。

また、予定価格上の消費税等非対象額は、上述の按分計算で求めた額に政府開発

分担金相当額を加えたものとする。

４ 消費税額等の端数処理は、円単位で行う。

（消費税額等の計算における留意事項）

第５条 免税事業者（消費税等を納める義務を免除されている事業者をいう。）が契

約予定相手方の場合には、第４条の規定に係わらず、各計算項目において仕入に係

る消費税額等を考慮して適正に計算し、別途、消費税額等を計算しない。

２ 計算価格の計算において、仕入金額を用いる場合で課税状態の確認が困難又は不

明の場合は、当該金額に、仕入に係る消費税額等が含まれているものとみなして計

算する。

３ 軽油の購入契約においては、軽油引取税は消費税等の課税対象とならない。

４ 政府開発分担金は、課税対象とならない。

５ 変更契約の場合における消費税額等は、変更された仕様書等により計算する当該

調達物品等の計算価格に係る消費税額等と、変更前の契約の場合における当該調達

物品等の計算価格に係る消費税額等との差額とする。ただし、変更された仕様書等

により変更された部分について部分計算のできる場合は、変更しない部分の計算を

省略して、当該変更された部分についての部分計算に係る消費税額等をもってこれ

に代えることができる。

なお、契約事務要領第４９条第３項に規定する準確定契約における契約金額確定

消費税率等

１＋消費税率等



のための計算及び契約事務要領第５０条第３項に規定する超過利益返納条項付契約

における実績価格の計算において、確定計算価格又は実績価格が契約金額を超える

場合は、契約金額の消費税額等を確定計算価格又は実績価格の消費税額等とする。

６ 税率が改正になる場合には、経過措置が設けられることが通例となっているので、

税額の計算に当たっては、これに十分注意する必要がある。

（計算価格内訳書の記載）

第６条 算定事務要領第３１条に規定する計算価格内訳書には、付紙１を参考に、消

費税額等、税込計算価格及び税抜予定価格を記載する。

また、消費税等非対象額がある場合には、付紙２を参考に、消費税等対象額及び

消費税等非対象額を記載する。

（契約書に約定する計算基準）

第７条 契約書に約定する計算基準には、消費税額等を計算項目として設ける。

（その他）

第８条 本通知における消費税等の取扱いについて疑義が生じたときは、調達管理部

原価管理官と調整する。



付紙１ 

 消費税額等を記載する一例 

 

計算価格内訳書 

Ｎｏ．   

 

 調達要求番号 □－□□－□□□□－□□□□－□□－□□□□ 

 

  品    名 □□□□□□□□ 

 

  数    量 １個 

 

 

    計 算 価 格  １，２００，０００ 

 

    消費税及び地方消費税額     １２０，０００ 

 

    税 込 計 算 価 格  １，３２０，０００ 

 

    税抜予定価格は計算価格に前例落比を適用した。 

 

    税 抜 予 定 価 格  １，０００，０００ 

 

        消費税及び地方消費税額    １００，０００ 

 

    予 定 価 格  １，１００，０００ 

 

 

  

 ※消費税率は１０％としている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                     付紙２ 

 消費税等非対象額を含む場合に消費税額等を記載する一例           

 

計算価格内訳書 

Ｎｏ．   

 

 調達要求番号 □－□□－□□□□－□□□□－□□－□□□□ 

 

  品    名 □□□□□□□□ 

 

  数    量 １個 

 

 

    計 算 価 格     １，２００，０００ 

    （消費税及び地方消費税対象額  １，０００，０００） 

    （消費税及び地方消費税非対象額   ２００，０００） 

 

    消費税及び地方消費税額       １００，０００ 

 

    税 込 計 算 価 格     １，３００，０００ 

 

    税抜予定価格は計算価格に前例落比を適用した。 

 

    税 抜 予 定 価 格     １，０００，０００ 

    （消費税及び地方消費税対象額    ８００，０００） 

    （消費税及び地方消費税非対象額   ２００，０００） 

 

        消費税及び地方消費税額        ８０，０００ 

 

    予 定 価 格     １，０８０，０００ 

 

 

 

 ※消費税率は１０％としている 


